
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            1 安全に暮らせる地域づくり 

            2 消費生活の安定・向上 

            3 公共交通網と交通安全対策の充実 

            4 姉妹都市交流・国際交流の推進 

            5 男女共同参画の推進 

            6 安心安全な水の供給 
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現 状 と 課 題 

 １ 安全に暮らせる地域づくり 

 

 

 

  平成 10 年の那須水害をはじめ、毎年大きな災害が全国各地で発生し大切な生命

と財産が失われています。また、地域社会の関係が希薄化するなか、子供をまきこ

む事件が多発するなど、凶悪な犯罪が社会問題化しています。 

  このため、防災に対する市民の意識高揚を図り、地域の防災力を向上させる必要

があります。また、防犯に関する情報の発信や地域防犯活動への支援を通して、市

民一人ひとりの防犯意識の向上を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

◆ 消防力の充実・強化 

◆ 災害対策の強化  

◆ 防犯対策の推進 

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 消防力の充実・強化 ❶ 消防施設や車両の充実 
❷ 消防団の充実・強化 

◆ 災害対策の強化 ❶ *地域防災計画の周知徹底 
❷ 自主防災組織の組織化支援 
❸ 広報活動の推進 

安全に暮らせる地

域づくり 

◆ 防犯対策の推進 ❶ 防犯意識の啓発・高揚 
❷ 地域主体の防犯活動の促進 

刑法犯の認知件数の推移

1,972
1,919

2,285

2,474

2,275

1,000

2,000

3,000

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

(件)

資料：那須塩原警察署 消防訓練 

目指すべき方向 

施 策 の 体 系 
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成 果 指 標 

 

 

◆ 消防力の充実・強化  ❶ 消防施設や車両の充実 
・防災活動の拠点である消防庁舎の整備を検討するとと

もに、消防車両などの更新を計画的に進めていきます。

❷ 消防団の充実・強化 
・消防団員の確保や育成を積極的に進めるとともに、消

防団詰所の改築と車両・設備の更新を計画的に進めて

いきます。 
 

◆ 災害対策の強化  ❶ 地域防災計画の周知徹底 
・災害に迅速かつ的確に対応するため、*地域防災計画の

周知徹底に努めます。 
❷ 自主防災組織の組織化支援 

・地域の防災力の向上を図るため、自主防災組織の組織

化支援に努めます。 
❸ 広報活動の推進 

・防災情報の提供を積極的に行うとともに、防災マップ

の活用により防災意識の高揚に努めます。 
 

◆ 防犯対策の推進  ❶ 防犯意識の啓発・高揚 
・防犯に関する情報の提供を積極的に行うとともに、関

係機関との連携のもと防犯意識の高揚に努めます。 
❷ 地域主体の防犯活動の推進 

・地域の防犯力を高めるため、リーダーとなる人材の育

成を図るとともに、関係機関との連携により地域組織

の設立や活動の支援に努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

消防力の充実・強化 期間中継続 

自主防災組織の組織化支援 期間中継続 

防犯対策事業 期間中継続 

自主防犯団体の設立促進・支援 期間中継続   

 

 

 

 

 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

消防団員数 

 

 

 

 

 

 

自主防災組織数 

 

 

 

 

 

 
 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

犯罪の認知件数 

 

 

 

 

 

 

防犯団体数 

 

 

 

 

 

 

14 団体 1919 件 

31 団体 1339人 

50 団体1820 件

45 団体1350 人1350 人 45 団体

1820 件 50 団体

施 策 の 内 容 

主 要 事 業 
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現 状 と 課 題 

 ２ 消費生活の安定・向上 

 

 

 

  インターネットの普及により、必要な情報が即座に取得できるなど消費者をとり

まく環境は、著しく向上しています。反面、架空請求や不当請求などの悪質で巧妙

な犯罪や複雑な契約にともなうトラブルが全国的に増加しています。 

  このため、消費者の意識啓発に努めるとともに、関係団体への支援や相談体制の

充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

◆ 消費者教育の推進 

◆ 消費者団体等の育成 

◆ 消費者相談体制の充実 

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 消費者教育の推進 ❶ 消費者教育の充実 
◆ 消費者団体等の育成 ❶ 消費者団体の育成・支援 

❷ 消費者リーダーの養成 

消費生活の安定・

向上 

◆ 消費者相談体制の充実 ❶ 相談体制の充実 

消費者出前講座の開催状況

1 12464

802

375
295

423

40
0

250

500

750

1,000

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

回数

受講者数

消費生活相談件数の推移

515

1,318

1,618

1,249

532

0

500

1,000

1,500

2,000

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

(件)

消費生活センター 

目指すべき方向 

施 策 の 体 系 
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成 果 指 標 

 

 

 

◆ 消費者教育の推進  ❶ 消費者教育の充実 
・消費生活に関する情報提供や広報活動の充実とともに、

消費生活展や消費者講座などの開催により、正しい消費

知識の普及に努めます。 
 

◆ 消費者団体等の育成  ❶ 消費者団体の育成・支援 
・消費者団体の自主的な活動を促進するため、消費生活

に関する情報提供や学習活動への支援に努めます。 
❷ 消費者リーダーの養成 

・地域で活動する消費者リーダーを養成するため、養成

講座への受講者派遣に積極的に取り組んでいきます。

 
◆ 消費者相談体制の充
実 

 ❶ 相談体制の充実 
・相談内容に的確かつ迅速に対応するため、消費生活相

談員の資質向上を図るとともに、巡回相談を実施する

など相談体制の充実に努めます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

消費者団体の育成支援 期間中継続 

消費生活センターの充実 期間中継続  

 

 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

那須塩原市消費生活
推進連絡会構成団体 

 

 

 

 

 

 

消費者出前講座回数

 

 

 

 

 

 

9 団体 11 団体 12 回 15 回 11 団体 15回

施 策 の 内 容 

主 要 事 業 
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現 状 と 課 題 

 ３ 公共交通網と交通安全対策の充実 

 

 

 

高齢者や障害者など交通弱者の移動手段として、また児童生徒の通学の足として、

市営バスは大きな役割を担っています。 

このため、ニーズを踏まえた路線の整備とともに、鉄道や民間バス会社などとの

連携に努め、利便性の向上を図る必要があります。 

また、交通事故の発生を抑制するため、交通安全に対する意識の高揚を図るとと

もに、施設の整備・充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

◆ 公共交通網の充実 

◆ 交通安全対策の充実  

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 公共交通網の充実 ❶ 生活バス路線の充実 公共交通網と交通

安全対策の充実 ◆ 交通安全対策の充実 ❶ 交通安全意識の高揚 
❷ 交通安全施設の整備 
❸ 駐車場・駐輪場の充実 

市営バス利用者数の推移

53,462

61,152
59,308

62,741
63,725

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

(人)

795

769

743

817

793

700

750

800

850

900

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

(件)
交通事故発生件数の推移 
（人 身 事 故） 

資料：那須塩原警察署

交通安全運動 スーパー店頭における啓発 

目指すべき方向 

施 策 の 体 系 
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成 果 指 標 

 

 

 

◆ 公共交通網の充実  ❶ 生活バス路線の充実 
・市民のニーズや乗客数を把握し、運行経路や運行時間

などの見直しを進め、市営バスの利便性の向上に努め

ます。併せて、民間事業者が運行する生活バス路線を

維持できるよう、県と協調して支援を行います。 
 

◆ 交通安全対策の充実  ❶ 交通安全意識の高揚 
・警察署や関係機関との連携により、幼児や児童生徒、

高齢者など、市民各層を対象とした交通安全教育を推

進します。 
・市民の交通安全に対する意識の高揚を図るため、交通

安全運動や交通安全推進大会を実施するとともに、情

報の提供に努めます。 
・児童生徒の登校時の安全を確保するため、交通指導員

による街頭指導を充実します。 
❷ 交通安全施設の充実 

・歩行者や自転車利用者の安全を確保するため、歩道の

整備を進めるとともに、カーブミラーや道路標識など

の整備を推進します。 
・警察署との連携を図り、危険箇所への信号機や規制標

識などの設置を推進していきます。 
❸ 駐車場・駐輪場の充実 

・市営駐車場と駐輪場の充実に努め、駅周辺の交通安全

の確保を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

交通安全対策事業 期間中継続 

市営バス路線の評価・検討 期間中継続  
 

 

 

 

 

 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

交通事故（人身事故）
の発生件数 

 

 

 

 

 

 

交通事故（物件事故）
の発生件数 

 

 

 

 

 

 
 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

市営バスの利用者数 

 

 

 

 

 

 

市営バスの運行路線
数 

 

 

 

 

 

 

769 件 3893 件 730 件 3698 件

61152 人 6 路線 75000 人 7 路線 

730 件

75000 人

3698 件

7路線

施 策 の 内 容 

主 要 事 業 
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現 状 と 課 題 

 ４ 姉妹都市交流・国際交流の推進 

 

 

 

  本市は、ひたちなか市と新座市、滑川市の３市と姉妹都市の盟約を締結し、体験

学習やスポーツなどの交流を進めています。今後とも、市民主体の交流機会の拡大

を図り、友好親善を更に深めていく必要があります。 

  また、国際化の進展とともに、市内大学への留学生を含め本市在住の外国人は

年々増加しており、外国人も暮らしやすい地域づくりが求められています。このた

め、国際交流協会などの活動を促進し、文化の相互理解や交流機会の拡充を図ると

ともに、外国人への積極的な情報提供に努める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

◆ 姉妹都市交流の促進 

◆ 国際交流の促進  

 

 

 

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 姉妹都市交流の促進 ❶ 姉妹都市交流の拡充 姉妹都市交流・国

際交流の推進 ◆ 国際交流の促進 ❶ 外国人も暮らしやすい地域づく

り 
❷ 国際交流協会への支援 

18

20

15

20

18

10

15

20

25

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

(人) 国際交流協会の会員数の推移

135

142

145

135135

120

130

140

150

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年

(人)
*日本語指導者養成講座受講者数の推移 

資料：那須塩原市国際交流協会

イングリッシュキャンプ 

目指すべき方向 

施 策 の 体 系 
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成 果 指 標 

 

 

 

◆ 姉妹都市交流の促進  ❶ 姉妹都市交流の拡充 
・姉妹都市であるひたちなか市（茨城県）、新座市（埼玉

県）、滑川市（富山県）との市民を主体とした交流を促

進し、友好親善を深めていきます。 
 

◆ 国際交流の促進  ❶ 外国人も暮らしやすい地域づくり 
・外国人が日本語を覚えやすいよう、 ＊日本語指導者養

成講座を開催し、指導者の育成に努めます。 
・多言語版の生活ガイドブックや便利マップを作成し、

外国人への生活支援情報の提供に努めます。 
❷ 国際交流協会への支援 

・市民が主体となって進める国際交流や国際協力活動を

促進するため、国際交流協会への支援を推進します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

姉妹都市との市民交流促進 期間中継続 

国際交流協会への支援 期間中継続  
 
 

 

 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)    

＊日本語指導者養成
講座の受講者数 

 

 

 

 

 

 

 

  
103人 220 人220 人

施 策 の 内 容 

主 要 事 業 
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55.1

54.6

13.4

18.5

15.6

19.5

9.9

15.3

53.8

4.4

2.9

6.9

1.3

0.8

2.2

7.0

7.6

6.1

1.8

1.4

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性

男性

全体

現 状 と 課 題 

 ５ 男女共同参画の推進 

 

 

 

  女性の社会進出が進み、男女平等に関する法律の整備も進んできたものの、家庭

や職場、地域活動などでは、依然として性別に基づく固定的な役割分担意識や社会

的慣習が存在しています。 

  このため、男女の意識改革の啓発を図り、男女共同参画の推進体制を充実すると

ともに行動計画の実践に努め、男女共同参画社会を実現する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

◆ 男女共同参画社会の実現 

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

男女共同参画の推

進 
◆ 男女共同参画社会の実現 ❶ 男女共同参画行動計画の推進 

❷ 男女共同参画への意識啓発 

❸ 市の政策決定過程への女性の参

画促進 

❹ 人材の育成と団体への支援 

男女の地位が平等になったと感じる市民の割合 
男性の方
が優遇さ
れている 

どちらかといえ
ば男性の方が優
遇されている 

どちらかといえ
ば女性の方が優
遇されている 

女性の方
が優遇さ
れている 

 
 

平等 

わから
ない 
 

女性模擬議会 

目指すべき方向 

施 策 の 体 系 

無回答
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成 果 指 標 

 

 

 

◆ 男女共同参画社会の
実現 

 ❶ 男女共同参画行動計画の推進 
・審議会や庁内の推進体制を充実するとともに男女共同

参画に関する施策の実施状況について、報告書を作成

し公表するなど行動計画の適切な管理に努めます。 
❷ 男女共同参画への意識啓発 

・セミナー、フォーラムの開催や、広報紙の発行により、

男女共同参画への意識啓発に努めます。 
❸ 市の政策決定過程への女性の参画促進 

・政策形成や方針決定の場に女性の意見を反映するため、

市の審議会や委員会などへの女性の参画拡大に努めま

す。 
❹ 人材の育成と団体への支援 

・女性リーダーを育成するため、研修会などへの参加支

援や、団体の活動支援に努めていきます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

男女共同参画推進事業 期間中継続  
 
 

 

 

 

 

 (平成 17 年) (平成 23 年)  (平成 17 年) (平成 23年)

男女の地位が平等に
なったと感じる市民
の割合 

 

 
 

 

 
 

審議会などの委員に
占める女性委員の割
合 

 

 
 

 

 
 

15.60％ 20 ％ 26.20％ 30 ％ 20 ％ 30 ％

施 策 の 内 容 

主 要 事 業 
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現 状 と 課 題 

 ６ 安心安全な水の供給 

 

 

 

本市には、複数の上水道事業と簡易水道事業があり、経営状況や料金の体系・水

準が違っています。また、多くの老朽化した施設や水道管があり、その維持管理に

多くの経費を要しています。 

このため、施設や水道管の計画的な改良・更新を図るとともに、災害などの緊急

時に対応するために総合的な管理体制を確立する必要があります。また、民間委託

の推進や事業統合による経営一体化などによる経費の抑制と、長期的な収支バラン

スを見通し、水道料金等の適正化を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

◆ 健全な経営 

◆ 安定した配・給水の確保 

◆ 危機管理対策の強化  

 

 

 

施  策 目指すべき方向 具 体 的 な 施 策 

◆ 健全な経営 ❶ 経営基盤の強化 
❷ サービスの向上 

◆ 安定した配・給水の確保 ❶ 水質管理体制の強化 
❷ 施設整備の推進 
❸ 未給水地域の解消 

安心安全な水の供

給 

◆ 危機管理対策の強化 ❶ 耐震化の推進 
❷ 施設管理体制の強化 

水道管の耐震化の推移

3 3 3

4

10

0.3 0.3 0.3 0.4

0.9

0

3

6

9

12

H13年 H14年 H15年 H16年 H17年
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成 果 指 標 

 

 

◆ 健全な経営  ❶ 経営基盤の強化 
・事業統合による経営一体化等で経費を抑制します。 
・長期的な収支バランスの見通しを立て、水道料金等の

適正化を図ります。 
❷ サービスの向上 

・水道事業の情報をわかりやすく公開するとともに、窓

口手続きの簡素化を進めます。 
 

◆ 安定した配・給水の
確保 

 ❶ 水質管理体制の強化 
・水源の保全に努めるとともに、管理体制の強化により

安全で良質な水を供給します。 
❷ 施設整備の推進 

・水道管の破損や漏水を防止するため、老朽化が著しい

管から計画的に更新を進めます。 
・浄水施設の効率的な運転のため、老朽化した施設の改

良・更新を進めます。 
・水の安定供給と能力向上のため、送・配水施設の整備

を進めます。 
❸ 未給水地域の解消 

・安全な水を供給するため、未給水地域の解消を図りま

す。 
 

◆ 危機管理対策の強化  ❶ 耐震化の推進 
・基幹水道施設の耐震化を推進します。 
❷ 施設管理体制の強化 

・災害や事故等の緊急時に対応するため、施設管理シス

テムや水質監視システムを整備します。 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

事   業   名 計 画 期 間（H19～H23 年度） 

水道施設改良事業 期間中継続 

水道危機管理対策事業 期間中継続 

水道配水施設整備事業 20～22 年度  

 

 

 

 

 
(平成 17 年) (平成 23 年)

 
(平成 13～17
年の平均) 

(平成 23年)

水道管耐震化率（耐
震管の延長／水道管
の総延長） 

 

 

 

 

 

 

市管理給水管の破損、
漏水件数 

 

 

 

 

 

 

0.9% 8.3% 300 件 180 件8.3％ 180 件

施 策 の 内 容 

主 要 事 業 


